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１ 地縁による団体の認可について

これまで自治会は、ＰＴＡや青年団などと同じく法的には「権利能
力なき社団」と位置づけられており、団体名義での不動産の登記等が
できませんでした。

しかし、自治会では集会施設などの不動産等を保有している場合が
多く、団体名義で不動産を登記ができないため、会長名義や当時の役
員の共有名義で登記を行っているようです。ところが、このような個
人名義の場合、名義人が転居や死亡などにより自治会員でなくなった
場合、名義の変更や相続の問題が生じてしまいます。

このような問題に対応するため、平成３年に地方自治法が改正され、
これまで任意の団体であった自治会が、市長の認可を得ることによっ
て、法律上の権利能力を有する「法人格」が認められるようになりま
した。認可された団体を「認可を受けた地縁による団体（略称：地縁
団体）」といいます。

自治会が法人格を得ることによって、不動産等を団体名義での登記
等を可能として、これまでの名義人の変更や相続の問題等を解消する
ことができます。
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どんな団体が対象となるのか？？？

この制度は、不動産等の財産の保有、あるいは保有を予定している団体で、
一定の区域に住所を有する「地縁（つながり）」に基づいて形成された団体
（地縁による団体）で、いわゆる自治会・町内会などを対象にしています。

そのため次のような団体は対象となりません。

● 特定の目的だけを行う団体
（同好会やスポーツ活動や環境美化活動のように特定の活動を行う団体など）

● 構成員に対して、住所以外の特定の条件を要する団体
（老人会や子ども会（年齢制限）、女性会（性別の制限）など）

● 不動産等の権利を保有する予定がない団体

（認可の目的は、不動産等の財産保有上の制限を除くことにあるため、保有ま
たは保有の予定があることが認可の前提となります）
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法人格を得るためには必要なことは？？？

自治会・町内会等が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。
認可を受けるためには、次の４つの要件をすべて満たしていることが
必要です。（地方自治法第２６０条の２第２項）

（１） 地縁による団体の存ずる区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会
施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な
共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認め
られること。

（２） 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとし
て定められていること。
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（３） 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となる
ことができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。

その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とするこ
とは認められず、また、区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条
件を付けてはいけません。相当数とは、その区域の全住民の（自治会・町内会等
に加入していない人を含む）の過半数です。

なお、認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住
所を有する個人の加入を拒んではならないことになっています。

（４） 規約を定めていること

地方自治法第２６０条の２に従った内容（①目的②名称③区域④事務所の所
在地⑤構成員の資格に関する事項⑥代表者に関する事項⑦会議に関する事項⑧

資産に関する事項）とする必要があると同時に、民法の法人に関する規定の内容
（代表者・監事・総会等）に従ったものとする必要があります。

手続きの流れは次のページをご覧ください。
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地縁団体の認可申請の流れ

申請から認可まではおよそ１か月を要します。

地域の資産（集会所等）
を団体名義で登記する必

要がある

団体で総会を開き地縁団
体として認可申請をする
ことを議決する。

市役所地域づくり課に備
え付けの様式にて認可申
請を行う。（記入例も一
緒にお渡しします。）

地域づくり課にて申請書
類を審査（約２週間）

申請者へ認可の通知と告示
（告示は市役所玄関の掲示
板に１週間）

認可
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団体の認可申請の際に作成する書類は次の（１）から（８）のとおりです。

２ 団体の認可申請書類について

① 目的
「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動
を行うこと」が目的である旨を記載するものであり、特定の
活動のみを目的とするような記載は認められません。ただし、
その活動内容は、地縁による団体の権利能力の範囲を明確に
する程度活動内容をできる限り具体的に定めることが望まし
いです。

（１） 規約
規約には次の①～⑧の項目を必ず定める必要があります。
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② 名称
団体の名称は、他の法律に抵触しないようにつけてください。
例：商工会でない団体が「商工会」という名称を用いること

③ 区域
○○町の全部、字○○の全部、字○○のうち○○番地から○○
番地とか字○○の○○川の南とか北などわかりやすいように記
載してください。

④ 主たる事務所の所在地
代表者の住所とか建物の所在地のことです。
規約における規定の方法も、主たる事務所の番地等を示しても
いいし、「代表者の自宅」と定めることも可能です。
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⑤ 構成員の資格に関する事項（地方自治法第２６０条の２）
その区域に住所を有するすべての個人はだれでも構成員になれ
ること、正当な理由がない限り加入を拒んではならないことを
記入してください。
加入や脱退等資格の得喪に係る手続事項等を定めることが望ま
しいです。
ただし、先に述べた点と矛盾する規定は認められません。
区域内に住所を有する法人や組合等の団体が賛助会員になるこ
とを妨げるものではありません。区域外の個人、法人は構成員
になれません。

⑥ 代表者に関する事項（地方自治法第２６０条の５～９）
代表者は１人。
代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事
務、事故があった場合や罷免の方法等についても記載してくだ
さい。
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⑧ 資産に関する事項（地方自治法第２６０条の４）
資産の構成及び取得、処分等の管理方法等を定めます。地縁に
よる団体は財産目録を作成することとされていますが、資産の
構成だけではなく、経費の支弁等その管理についても定めるも
のです。
なお、この場合、資産の構成は例えば「資産の構成は別に定め
る資産目録による」とすることも可能です。

⑦ 会議に関する事項（地方自治法第２６０条の１３～１５）
通常総会及び臨時総会の招集方法、議決方法、議決事項を定め
てください。
（通常総会は少なくとも年１回開催し、臨時総会は代表者が必
要と認めたとき、構成員の○分の○以上の要求があったときな
どに開催できるなど。定足数）
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（２） 認可を申請することについて総会で議決した時の議事録の写し
議長及び議事録署名人の署名押印が必要です。

（３） 構成員全員の名前及び住所を世帯ごとに記載した名簿
会員である場合には子供の名前なども記載する必要があります。

（４） 申請時に不動産または不動産に関する権利等を保有している団体
保有資産目録

申請時に不動産等を保有することを予定している団体
保有予定資産目録
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（５） その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に
行っていることを記載した書類
一般的には前年度の活動実績報告書（事業報告書、決算書）など
で十分です。

（６） 申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し
議長及び議事録署名人の署名押印が必要です。

（７） 申請者が代表者になることを受諾した旨の承諾書の写し
承諾書には申請者本人の署名押印が必要です。

（８） 区域図
区域を確定させる場合は、隣接する団体との間に境界についての
問題が生じないように事前に話し合ってください。
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３ 認可後の手続きについて

（１） 法人登記
地縁団体の法人登記は、府中市長による告示によってこれに
かえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。

（２） 認可地縁団体証明書の発行
認可事務が完了すると地縁団体台帳を市で作成します。
自治会が不動産登記申請を行う際にこれらの写しによる
証明書が必要となります。

認可地縁団体証明書の発行の流れは次のページをご覧ください。
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団体証明書の

請求

市役所地域づく
り課にて審査

（窓口審査）

団体証明書の

発行

認可地縁団体の証明書発行の流れ

請求はどなたでも行えます。

本人が証明できるものが必要で
す。
例 免許証、健康保険証等

認可

証明書の発行は１部につき300円必要です。
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（３） 認可地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の印鑑登録を行うことができます。
手続きについては総務課で受け付けます。

手続きの流れは次のページをご覧ください。

（４） 規約や告示された事項に変更があった場合
認可後、規約や告示された事項を変更した場合は、変更の手続きが
必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約
の内容は変更したことにはならず、効力がないため第三者に対して
対抗できません。

● 規約を変更した場合は次の書類を提出して下さい。
・ 規約変更認可申請書（地域づくり課にて様式配布）
・ 規約変更の内容及び理由を記載した書類
・ 規約変更を総会で議決したことを証する書類（総会議事録の写し）

● 告示された事項を変更した場合は次の書類を提出して下さい。
・ 告示事項変更届出書（地域づくり課にて様式配布）
・ 告示された事項に変更があった旨を証する書類（総会議事録の写しなど）
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登録申請

登録申請書に必要事項を記入し地域づくり課へ申請

申請の際に必要なもの

① 代等者等の個人の印鑑（市役所で印鑑登録しているもの）

② ①の印鑑の印鑑証明書

③ 登録したい印鑑

地域づくり課にて審査、登録

印鑑証明の交付申請

交付申請書に必要事項を記入し総務課へ申請

地域づくり課での審査後、交付します。

（発行は１部につき３００円必要です。）

認可地縁団体の印鑑登録・証明の流れ
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【地縁による団体の認可】

府中市役所 地域づくり課 0847-44-9155

【認可地縁団体の課税・課税免除・減免】

国税 府中税務署 0847-45-2570

県税 広島県東部税事務所 084-921-1311

市税 府中市役所 税務課 0847-43-7121

【不動産登記等】

広島法務局 福山支局 084-923-0100

４ 問合せ先一覧

＜参考書籍＞
「新訂自治会、町内会等法人化の手引」
地縁団体研究会 編集
発行所 株式会社ぎょうせい
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